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６
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事業所名称

事業主氏名 ㊞ 社会保険労務士の提出代行者印
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書
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信
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信
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信
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信
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信
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信
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加 川 　　　 逸 芳

カガワ　　　　　　 イツヨシ

東京 ○○○○○○

トウキョウ　　　　　　　　○○○○○○

○○ ○○ ○○

1 ○○　○○○ ○

○○ ○○ ○○○ ○○ ○ 1 9 0 6　2 5

320,000

0

320,000

○○　　 ○○　  ○○

 1○○　 ○○○○ 東京都板橋区○○○○○○１丁目○番○

株式会社アーク

代表取締役　加川逸芳

○○○○　　　　　　　　　　　　○○○

会社
代表者
印

社会保険事務所
で付された番号

厚生年金保険の被保険者の資格取得区分
初めて厚生年金保険の船員以外の被保険者に→「新１」
過去に厚生年金保険の船員以外の被保険者であり、再
び厚生年金保険の船員以外の被保険者に→「再２」
共済組合から公庫等へ出向した職員→「共３」
船員任意継続被保険者→「船４」

年金手帳または基礎年金番号通知書の交
付を受けた人は、基礎年金番号を記入
基礎年金番号が不明な場合、被保険者とし
て最後に使用された事業所の名称及び所
在地を㋕（備考）に記入

坑内員以外の男子→「１」、女子→「２」、坑内員→「３」
厚生年金基金の加入員かつ坑内員以外の男子→「５」
厚生年金基金の加入員かつ坑内員以外の女子→「６」
厚生年金基金の加入員の坑内員→「７」

㋑　報酬のうち、臨時あるいは３月を超える期間ごとに受
けるもの以外で、労働の対償として受けるすべて金銭の
額（健康保険法第42条第１項各号又は厚生年金保険法
第22条第１項各号の規定によって算定した額）
㋒　報酬のうち、食事、住宅、被服など金銭以外で支払
われる額（健康保険法第46条又は厚生年金保険法第25
条の規定によって地方社会保険事務局長又は健康保険
組合が定めた価額によって算定した額）

被扶養者のある被保険者で
被扶養者届を提出している→「有」
その他→「無」

事業主が自筆で署名した場
合、事業主の押印は不要
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